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1．はじめに

発展途上国における産業統計の中でも、農業統計は

極めて重要なものとして位置づけられるであろう。す

なわち多くの途上国では農業が基幹産業となってお

り、また経済発展における農業の重要性は明らかであ

るから
1)

、農業発展に関する情報を的確に把握しうる農

業統計の作成、そしてそれを可能にする農業統計制

度・組織の発展というものが非常に重要となるので

ある。

中でも農業センサスの実施は、その国の農業統計制

度の発展を見るうえで、注目すべき事象の一つである

といえよう。一般に農業統計の発展初期は、例えば日

本の「物産表」や「農産表」のように農産物の生産額

が統計情報として多く見られるものの
2)

、経済発展に伴

い食糧の生産や分配などに関する政策が重視されるよ

うになると、農業生産の背後にある農業経営に関心が

集まり、農業部門の生産要素に関する統計情報が求め

られるようになる。その基本情報や標本調査で用いら

れる抽出枠（Frame）を提供するのが農業センサス

（Agricultural census）なのである
3)

。

後述するように、農業センサスは1840年にアメリカ

が第６回人口センサスの付帯調査として農業に関する

調査を行ったことに端を発している。その後1850年代

頃からベルギーやフランスなどヨーロッパ諸国でも行

われるようになるが、現在は国連食糧農業機関（FAO
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せるために有益である。

すなわち本稿で比較対象としてとりあげる日本の農

業センサス（昭和４年農業調査）は、1930年第１回世

界農業センサスの一環として実施され、結果的に1929

年（昭和４年）の耕地面積だけの調査（一種の農地セ

ンサス）で完結した。この「なぜ耕地調査だけが行わ

れることになったのか」という問題については、従来

から調査予算不足など日本国内の問題のみに視点が注

がれる議論が多かったが
9)

、本稿では先述した世界農業

センサスの制度枠組み自体に存在する調査結果の「国

際比較」という問題を提示し、それに対しどのような

対応がなされたかという点から、昭和４年農業調査の

再評価を行ったうえで、ベトナムの農業センサスを評

価する一つの視角を提供している。

なお、本稿で主に用いる資料として、日本の昭和４

年農業調査については東京統計協会発行の雑誌『統計

集誌』や、各種新聞、また1930年世界農業センサスと

いう視点から、FAOの前身である万国農事協会

（International Institute of Agriculture）が出版した1930年

世界農業センサスの報告書が用いられるであろう。ベ

トナムの1960/61年農業センサスについてはベトナム

側で出版された報告書のほか、FAOの1960年世界農業

センサスに関する報告書等が利用される。1994年のベ

トナムにおける農業センサスについては調査員マニュ

アルといった貴重な資料が用いられるであろう。

以下、第２章では、日本の昭和４年農業調査につい

て1930年世界農業センサスとの関連から本稿独自の評

価を試みる。第３章では日本の事例との比較検討から、

なぜベトナムにおいて1960/61年の農業センサスが不

本意な結果となり、1994年の農業センサスが成功裏に

進展したのかを考察し、非標本誤差および広義の調査

費用という観点から、ベトナムの農業センサスに対す

る本稿の最終的な評価を導出する。

2．1930年第１回世界農業センサスと日本の農業調査

2.1 農業センサスの成立過程

日本における農業センサスの実施事例に触れる前

に、まず農業センサスという統計がいかにして発展し

てきたのか概観しておきたい。農業センサスという統

計調査がいつ頃から行われたのかについては定かな記

録はないものの、管見の限り1840年のアメリカにおけ

る第６回人口センサスの付帯農業調査にその嚆矢を認

めることができる
10)

。続いて1846年にベルギー、1850年

代にはフランス、1860年代にはカナダに農業センサス

の萌芽が見られた。このように農業センサスはアメリ

カやヨーロッパで生まれ発展してきた統計調査だった

のである。

その後、今日の世界農業センサスとしての形が整え

られてくるのであるが、その濫觴はおそらく1870年に

オランダのハーグ（Hague）にて行われた第７回万国

統計公会（International Statistical Congress）にあるとい

えよう
11)

。そこでは当時様々な国で利用可能であった統

計情報を国際的に比較可能な様式で提供することが企

図された。この会議において統計情報の「国際比較」

という考え方が具体化されたといえよう。

それに従うようなかたちで、1905年のはじめよりロ

ーマの万国農事協会は各国政府に農業センサスを行う

ように勧告し、1920年には万国農事協会総会の第１部

会において、畜産の国際標準分類が提案されると、数

年後には国際連盟（League of Nations）と国際統計協

会（International Statistical Institute : 1885年設立）により

任命された専門家委員会の農業部会において、土地面

積と畜産のセンサスは同じ年に、統一された分類基準

で行われることが勧告された。この勧告は1923年ブリ

ュッセル（Brussels）にて行われた国際統計協会第15回

総会において決議されるにいたる
12)

。これは1930年第１

回世界農業センサスが実現するきっかけをつくったと

いってよく、注目に値するものである。すなわちこの

決議をもとに、万国農事協会は1924年5月の第７回総

会において同協会が準備した農業センサス計画につい

て各国と調整をはかり、1930/31年に世界各国・地域

が一斉に農業センサスを行うことを決めたのであっ

た。そして1925年には農業センサス実施のための特別

部署（臨時農業センサス計画局）が万国農事協会のも

とに設置されたのである（下條, 1928）。

臨時農業センサス計画局では、様々な国における統

計家の議論により技術的な詳細事項が練られた末、調

査票標準フォーマットの初期草案が作成された。この

初期草案は1926年4月12日ローマで開催された統計分

科委員会のほか、様々な委員会において議論の後改善

され
13)

、最終的に調査票標準フォーマットは1928年10月

: Food and Agriculture Organization of the United Nations）

が農業統計の国際比較を目的として、「世界農業セン

サス（World agricultural census）」というかたちにより

世界各国の農業センサス実施を主導している。

しかし、実際に農業センサスを行うことはそう簡単

なことではない。すなわち、センサス（Census）とい

う言葉からもわかるように、その調査方式が個票

（Schedule）を用いて行われる「全数（悉皆）調査」

であるところに問題がある
4)

。そもそも物理的に大規模

な全数調査は、清川（1995）でも指摘されているよう

に、1）調査準備の費用が膨大に嵩み、集計作業にも

時間がかかるなどの問題が多くなるほか、2）調査員

の質や文盲率の問題等から非標本誤差（Non sampling

error）が標本調査と比べ、著しく高くなることが知ら

れている。さらに、3）農業センサスは「農業」に関

する極めて専門的な調査であるから、調査計画の策定

や調査員自身に高い農業の専門性が要求され、同じ全

数調査である人口センサスと比べても、非標本誤差は

大きくなる傾向があるといえる。

ゆえに農業センサスの成否は、理論上標本誤差は存

在しないこともあり、いかに非標本誤差を減らし得る

かというところにつきる。ただ非標本誤差は通常観察

されることがないため、それを把握することは難しい。

したがって農業センサス実施の背景にあって非標本誤

差を左右すると思われる制度・組織を評価・吟味する

ことが一つの接近方法として有効であろう。また非標

本誤差が極めて大きくなるような制度・組織の場合

は、調査実施にかかる費用が大きくなり
5)

（広義の調査

費用 : 調査員や調査票の質、回答者の協力などに依存

する）、調査実施そのものに問題をおこす場合が多い。

ゆえに我々は、農業センサスという統計調査の実施自

体に問題を含んだ事例をあげて分析を行っている。

他方、FAOが主導している世界農業センサスは、調

査結果の国際比較が可能なようにある程度共通の調査

様式に則って行われているが、農業は極めて地理的多

様性に富む産業であるから、共通の調査様式で国際比

較を追求することもまた容易なことではない。すなわ

ちFAO主導の世界農業センサスの場合、調査実施国・

地域において調査結果の「国際比較」という国際的な

圧力が存在することになり、調査実施国・地域が自ら

の実情をふまえた調査計画を策定し、調査に関係する

人々の十分な理解を得たうえで実施する「主体的」な

調査というものが築きにくい環境にある
6)

。そうした環

境下における調査実施国・地域各々の対応やその帰結

の差異は、当該国・地域における「広義の調査費用」

の大小と密接に関連しており、比較を通して農業セン

サスの評価を容易かつ明確にするであろう。

したがって本稿では、以上の観点をもとに発展途上

国における農業センサスの実施例としてベトナムをと

りあげ、それに対する評価を日本の事例との比較を通

して検討する。

後述するように、ベトナムでは歴史上、南ベトナム

時代の1960/61年にFAOによる1960年世界農業センサ

スの一環として、農業センサスが企図されたが、この

ときは結局主要な項目の調査がサンプル・センサス

（Sample census）とよばれる大規模標本調査にとって

かわり
7)

、農業センサスとは銘打ちながら全数調査を一

部において行うことができない不本意な結果に終わっ

ている。他方において南北統一後、ドイモイ（－D i mó’i

: 刷新）による改革路線に転じてから行われた1994年

の農業・農村センサス（T ng i u tra nông thôn, nông

nghi p và th y s n）では、FAOからの援助を受けてい

ないにも拘らず、大きな問題も無く全数調査を遂行し

えたのである。

1960年世界農業センサスでは、それまでの1930年世

界農業センサスおよび1950年の世界農業センサスと比

べ、他のアジア諸国・諸地域も多く参加していること

から
8)

、南ベトナムにおける1960/61年の農業センサス

実施は、アジアの発展途上国・地域の中で決して早い

わけではない。したがって、「なぜベトナムでは

1960/61年に（南ベトナムの）農業センサスが不本意

な結果に終わり、1994年には問題なく遂行できたのか」

という問題に対しては、「調査実施が時期尚早であっ

た」などと安易に解答を与えるのではなく、やはり先

にふれた「広義の調査費用」につながる構造的な問題

から慎重に検討、評価する必要があるだろう。

その際、既述のように、アジア諸国・地域の中で耕

地センサスという形ではあったが、いち早く世界農業

センサスに参加、調査を遂行して関連資料も多く（注

８参照）、ベトナム同様稲作中心の農業体系をもつ日

本の事例をとりあげ比較することはベトナムにおける

農業センサス実施上の問題をより克明に浮かび上がら
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の万国農事協会第９回総会において承認されたのであ

る。その後、各国政府にこの標準調査票が送付され、

1930年の第１回世界農業センサスとして結実すること

となった。

以上、第１回世界農業センサスにいたるまでの概略

を述べてきたが、注目すべき点が２つあげられる。第

１に農業センサスは欧米で考案された統計調査である

こと、第２に万国農事協会によって世界農業センサス

では統計情報の国際比較が重視され、調査のために各

国統一的な標準調査票が準備されたことである。これ

を踏まえて次節では、日本が第１回世界農業センサス

にどのように対応したのかについてふれていく。

2.2 1930年第１回世界農業センサスと日本の農業調査

1926年4月の専門家委員会などにおいて改善された

調査票標準フォーマットは、世界各国に送付され、そ

の後、臨時農業センサス計画局の局長エスターブルッ

ク（Leon M. Esterbrook）も万国農事協会総会が行われ

る1928年までに世界61ヵ国を歴訪（日本には1927年8

月）、調査票標準様式の説明や、調査事項、センサス

の組織・方法に関する各国政府との打ち合わせを行っ

ていった（下條, 1928）。既に1925年6月30日付けで世

界農業センサスへの参加を表明していた日本も
14)

、同時

期に農業調査（農業センサス）実施のため農林省と内

閣統計局主導のもとで着々と準備を進め、農業調査を

1）耕地調査、2）農業生産調査、3）農業経営調査、4）

家畜調査の４種から成ることを骨子とする調査計画の

要綱を定めることとなる
15)

。

こうして耕地調査からはじまり、家畜調査にまでい

たる計画がたてられたのであるが、結局は昭和４年農

業調査として耕地調査のみが行われ、そこで日本最初

の農業センサスは完結してしまうのである。その理由

としては、先述のように1930年の国勢調査実施による

制約や予算の問題などがこれまで指摘されているが、

我々はこうした否定的な側面のみ捉えるのは必ずしも

妥当ではないと考える。なぜならば1930年世界農業セ

ンサスという枠組みで日本の昭和４年農業調査を捉え

なおせば、日本において耕地調査だけでも実施された

ことは、むしろ肯定的な評価が与えられるべきと考え

るからである。いま図１に、1930年世界農業センサス

が実施された国および地域が示されている。これによ

ると世界農業センサスが実施された地域は、欧米を中

心に、それらの国々と関係の深いアフリカ、オセアニ

アやラテンアメリカの諸地域がほとんどであり、アジ

アにいたっては皆無に近い状態であることがわかる。

何ゆえ、このようにアジアにおいて世界農業センサス

の実施がほとんどみられなかったのであろうか。我々

は、その理由として農業センサスという調査の考え方

が欧米で生まれたこと、欧米中心的な国際比較の考え

方になっていたことをあげたい。例えば、それは1930

年第１回世界農業センサスの調査票標準様式をみると

端的に現れているといえよう。すなわち、世界農業セ

ンサス標準様式における調査単位（調査対象）は、そ

れまで欧米各国において採用されてきた「農場

（Farm）」（日本の耕地調査では農家を対象）となって

おり、プランテーションや大規模営農の多い欧米型の

農業発展段階が想定されていたことは明らかである。

こうした認識は小規模農家の多い日本を含むアジアの

諸地域に適さないことは一目瞭然であり、地理的に異

なる各地域において農業という多様性のある産業を対

象とする統計調査としては、あまりに画一的であった

といえよう
16)

。

ゆえに以上のことを考えると、初めての農業センサ

スにおいて耕地調査のみでも日本が行いえたことは、

1930年に国勢調査を控えながらも、世界農業センサ

ス標準様式とは異なる自国の農業発展段階に応じた

調査を主体的につくりあげた高い適応力のなせる業

であり、十分評価されると思われる。図１のアジアに

おいて世界農業センサスを実施できなかった国・地域

は、そのような適応力に不足していたといえよう
17)

。ま

た小作問題などが顕在化していた当時において、「主

体性」のある調査計画策定を進めていくなか、耕地調

査がはじめに置かれたのは十分首肯されることであ

る。

では、このように日本に適した形の調査を主体的に

つくりあげていくことができたのはなぜであろうか。

それは、主体性をもって大規模調査を行うために必要

な地方末端における調査への理解の浸透と活発な準備

活動、および調査員の質の高さが存在していたからで

あると思われる。例えば、昭和４年農業調査における

調査員は１市町村におよそ10人程度、農業調査指導員

は１道府県におよそ５人が置かれたが、彼らは内閣に
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命じられる質の高い名誉職で業務に理解を示し、忠実

に実地踏査を行った
18)

。その質の高さを支えるために、

表１にもあるごとく、調査員には半月にもわたる訓練

が課されたのである。また各県では農業調査事務打

ち合わせや主任会議など耕地調査に関して理解を深め

る会合が活発に開かれ、中には農業調査（耕地調査）

の付帯調査と称する地方的調査が行われるところもあ

った
19)

。その他、農業調査の宣伝などもあり（表１参照）、

1930年世界農業センサスの枠組みの中、日本が耕地調

査としてそれを成功裏に行いえたのは、まさしくそれ

を行いえるだけの制度・組織が存在したからといえる

のである。

以上のように調査結果の「国際比較」という圧力下

において主体性を保ち、地方末端まで調査への理解を

浸透させて、質の高い調査員を供給しえた日本の制

度・組織は、まさに「広義の調査費用」が小さい場合

の代表例ともいえ、一つの評価基準を提供しうる。例

えば先述のアジアにおいて世界農業センサスを実施で

きなかった国・地域は、調査の実施さえ困難なほど

「広義の調査費用」が極めて大きくなる状態にあった

と考えられる。こうした広義の調査費用が小さい日本

の事例は、後述するベトナムにおける農業センサスの

評価にも有効であるといえよう。
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5月10日 事務取扱規定公布

5月23日 農業調査費追加計上

5月27日より 市町村農業調査主任会議開始

5月31日まで 市町村交付金指令公布

6月11日まで 市町村農業調査主任会議結了

6月30日まで 測量機購入

調査係員徽章作成交渉

調査区設定認可申請書及農業調査員内申書審査

7月1日 農業調査指導員任命、雇員採用

7月5日まで 調査区認可

7月10日まで 調査員辞令書氏名記入

調査員辞令書、調査員徽章及係員徽章公布、農業調査員氏名告示

7月11日より 測量機講習会開催

7月15日より 農業調査員指導訓練会開始

7月31日まで 農業調査用公衆電話新設

宣伝用ポスター配布

8月1日頃 宣伝大会開催

8月5日 農業調査員指導訓練会結了

8月11日より 準備調査状況視察及指導監督

8月20日まで 宣伝用チラシ配布

9月1日より 実地調査状況視察及指導監督

10月1日より 結果表作製状況視察

11月1日 集計員雇入、結果表検査、作製、進達

12月25日まで 農業調査結果表刊行

表1 昭和4年農業調査における主な業務内容（栃木県）

出所）『統計集誌』第576号, 85-86頁。
注）ここでの業務内容は、調査計画段階のものである。

表2 ベトナム農業統計制度確立の歩み

1867

1887

1901

1914

1920

1922

1925

1927

1928

1929

1930

1932

1933

1937

1954

1956

1957

1960

1961

1962

1975

1979

1988

1989

1990

1993

1994

1995

1996

1999

2001

2003

準備に5年かけてブルニエ（Brenier, H.）のEssai d'atlas statistique de

l'Indochine française発表

インドシナ経済局附属総統計部設立

農務官イヴ・アンリ（Yves Henry）主導により農業事業調査局設立

インドシナ経済局総統計部、業務の抑制

農業事業調査局の業務としてイヴ・アンリ、モーリス・ド・ヴィスム（Maurice

de Visme）により行われた農村調査の記録であるDocuments de demogra-

phie et riziculture en Indochine出版

総統計部、新しくインドシナ鉱工業局附属総統計部として業務を行う

仏印水稲局設立

イヴ・アンリにより本格的な農村調査の記録であるEconomie agricole de

l'Indochine出版

鉱工業局附属総統計部、インドシナ経済行政局附属総統計部となる

経済行政局附属総統計部、インドシナ経済局附属統計部となる

統計に関する大統領令公布　　　　　　　国家計画委員会中央統計局（C c
Th ngk Trung u’o’ng）設立

農務省農業経済統計部設立

農業センサスの実施　　　　　　　　　　国家計画委員会から中央統計局独立、

統計総局（T ng C c Th ng K ）

となる

農業センサスの実施

（プランテーション調査・

高原蔬菜栽培調査）

農業省農業経済統計部再編成

新表式体系決定（統計総局）

南北統一後第1回農業農村センサス実施
農業農村開発省（B N ng Nghi p v Ph t Tri n N ng Th n）設立 注5）

表式体系改訂（統計総局）

第2回農業農村センサス実施

新統計法公布

農商務局（Direction de l'Agriculture et du Commerce） 注2）

農商務調査院（Inspection-Conseil des Services Agricoles et

Commerciaux）

海運・入植・労働経済局 第2部（2e Bureau, Direction du

Mouvement Economique et Service du Controle G n ral du

Travail et de la Colonisation - Marine Marchande）

インドシナ経済局附属総統計部（Service de la Statistique G n -

rale, Direction des Affaires Economiques）

農業事業調査局（Inspection 

G n rale de l'Agriculture, de 

l'Elevage et des For ts）

インドシナ鉱工業調査局附属総統

計部（Service de la Statistique

G n rale, Inspection G n rale

des Mines et de l'Industrie)

仏印水稲局（L'Office 

Indochinois du Riz）注3）

インドシナ経済行政局附属総統計

部（Service de la Statistique

G n rale,  Direction des

Affaires Economique et

Administratives）

インドシナ経済局附属統計部

（Service de la Statistique,

Direction des Affaires Econo-

miques）

国 家 計 画 委 員 会 中 央 統 計 局
（C c Th ngk Trung u’o’ng）

農業省農業経済統計部

（Agricultural Economics and 

Statistical Service, Dept

of Rural Affairs）注 4）
統計総局（T ng C c Th ng K ）

ベトナム社会主義共和国

統計総局 (T ng C c Th ng K ）

直轄植民地コーチシナ、保護国アンナン、カンボジア、

保護領トンキンをあわせ仏領インドシナ発足（93年ラオ

ス併合）

第1回人口センサス（南部）の実施

第1次世界大戦勃発

世界恐慌、以後ブロック経済化進む

ジュネーブ停戦協定、南北分離

人口センサス実施できず　　人口センサスの実施（3月）

（1958年、1959年

予備調査）

ベトナム戦争終了、南北統一

南北統一後第1回人口センサスの実施

10号政治局決議により家計を農業の経営単位とする

第2回人口センサスの実施

新土地法の制定、土地の譲渡売買が可能に

第3回人口センサスの実施

出所）コーチシナ時代 : Cochinchine, Comit ’Agricole et Industriel de la Cochinchine（ed.）（1878）、仏領インドシナ時代 : Indochine Française, Gouvernement G n ral de l'Indochine（1900,1910,
1920, 1930, 1940）、Chevalier, A.（1918）、Giacometti, J. D.（2001）、南北分離時代 : Ignatius, J. G. W.（1959）、United Nations, ILO and FAO（1959）、Republic of Vietnam, Dept of Rural

Affairs, Agricultural Economics and Statistics Service（1964）、南北統一後 : 農林統計協会（1998）などを参考に筆者作成。

注1）1862年にコーチシナ東部3省をフランスは領有し、1864年に内務局は設立された。

2）1901年～1919年までは資料不足のため、どの機関が農業統計作成を担当していたかは明確ではないが、この時期も各地の報表による業務統計の作成が主だったと思われる。なお1901年に農商務局、1914年に農

商務調査院を農業統計担当機関としてあげているのは、1914年に初めての本格的統計書を発表するブルニエが所属していたためである。

3）この時期も農業事業調査局は存在するが、当局の重要人物であるド・ヴィスムが仏印水稲局に移り、また稲の産出量の推定を主にこの機関が担うようになったため、新たに仏印水稲局をあげた。

4）仏印水稲局は南北分離後南ベトナムの農業省水稲育成部となった。なおほかにも農業省の多くの部門や経済省国家統計研究所（National Institute of Statistics, Dept of National Economiy）などが農業統計の作

成に関わった。

5）農業農村開発省も坪刈等により稲の産出予想を行うが、統計に関する業務は専ら統計総局に任されている。

農 業 統 計 関 連 事 項

報告による業務統計作成（Journal Officiel などの官報、行政報告書）

主 な 農 業 統 計 担 当 機 関

コーチシナ（フランス直轄植民地）

内務局第3部（3e Bureau, Direction de L'Int rieur : 1864年設立）

注1）

仏領インドシナ（トンキン・アンナン・コーチシナ）

主 な 出 来 事

直轄植民地コーチシナ確立

↓

ベトナム共和国

（南ベトナム）

ベトナム共和国

（南ベトナム）

ベトナム共和国

（南ベトナム）

ベトナム民主共和国

（北ベトナム）

ベトナム民主共和国

（北ベトナム）

ベトナム民主共和国

（北ベトナム）
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3．ベトナムにおける農業統計の発展と農業センサスの実施

3.1 1960/61年南ベトナム農業センサスは

なぜ不本意な結果となったのか

ベトナムにおける農業センサスの実施は、日本と

比べて歴史も浅く、また回数も少ない。表２からもわ

かるように、管見の限りにおいて歴史上ベトナムで農

業センサスが行われたのは、ベトナム共和国（Vi t

Nam C ng Hòa : 南ベトナム）時代の1960/61年農業セ

ンサス、そして1994年と2001年に行われた農業・農村

センサスである。本節ではそのうち南ベトナム時代の

1960/61年農業センサスを取り上げる。

1960/61年に行われた農業センサスは、先の万国農

事協会の後身であるFAO主導の1960年世界農業センサ

スの一環として行われた。その実施においては、した

がってFAOの影響のほか、統計制度の強化を勧告して

いたアメリカ視察団（United States Operations Mission :

USOM）の影響が働いていた
20)

。

ゆえに1960/61年農業センサスの計画策定および実

施の際には、国家統計研究所（National Institute of

Statistics）の代表や農業省農業経済統計部（Agricultural

Economics and Statistics Service of the Department of

Agriculture ; 図２参照）の代表などに加え、USOMの

代表やFAOの専門家が加わる準備委員会が設立された

のである。このように海外からの援助の下、1958年4

月27日公式記録No 686-TTP / TTK /1において大統領の

認可を得、南ベトナムにおける農業センサスの実施に

向けた計画が策定されていった
21)

。

だがこの1960/61年南ベトナム農業センサスは、結

局失敗と評されても仕方がない結果となったのである。

すなわちベトナムの状況を鑑みて調査は 1）作物畜産

農家調査（Crops, livestock and poultry survey）、2）プラ

ンテーション調査（Tea, rubber, and coffee plantations

survey）、3）ダラット等高原蔬菜栽培調査（Vegetable

farms survey at Darat city and Tuyen-Duc province）の３種

に分けて行われたが、全数調査が可能だったのは 2）お

よび 3）のみで、最も重要な1）については標本調査が

用いられることとなった。農業センサスは全数調査の

形で実施されるから、標本調査が採用された調査はも

はや農業センサスではないということ（注４参照）、

さらには後述するように、その標本調査でさえ

1960/61年の南ベトナムの事例では満足のいく結果と

ならなかったという二つの点において、失敗と評価せ

ざるを得ないのである。なぜこのような結果になって

しまったのだろうか。この問いに対する答えの一つと

して、我々は主体性をもって調査計画を策定しうる制

度・組織が、当時の南ベトナムに存在し得なかったこ

とに問題があったと考える。すなわち先の日本の事例

のように世界農業センサスの枠組みの中での調査であ

るから、南ベトナムの農業発展段階に適するように適

切にFAOが提供する調査票の標準調査様式を修正、適

応化することが必要であった。だがFAOの農業センサ

ス指導員が実際に南ベトナムで行った仕事量は僅か９

人週程度であり（表３参照）、南ベトナムの実情を踏

まえた十分な助言ができたとは必ずしもいえず、加え

てベトナムでは初めての農業センサスであることか

ら、必然的にUSOMの影響力も調査に反映していたと

考えられる。したがって南ベトナムの農業発展段階に

適した調査計画が、主体的に策定されえたとは考えに

くいのである。
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表3 農業センサス指導員の国・地域別訪問数
（1959年4月～1961年12月）

出所）FAO（1969, p.15）。
注 1）各国・地域の農業センサス指導員は6人で構成される。
2）上記の国のうち、アフガニスタン、ビルマ、カンボジア、
ラオスは世界農業センサスに参加しなかった。

国 訪問回数 仕事量（人週）

アフガニスタン 4 7

ブルネイ 11

北ボルネオ 4

サラワク

ビルマ 6 5.5

カンボジア 10 13

セイロン 5 8

台湾 8 10

香港 3 1.5

インド 2 2

インドネシア 9 22

イラン 6 13

韓国 10 23

ラオス 1 2

マラヤ連邦 7 20

ネパール 9 16

パキスタン 4 8

フィリピン 8 22

南ベトナム 3 9

}

また、それと関連するより大きな問題として、主体

性を発揮して調査を実行しうるだけの地方の協力も十

分得られなかったことがあったと思われる。それは全

数調査より非標本誤差が少なく、調査も容易な標本調

査を行った結果に十分示されているといえよう。すな

わち、1960年9月～11月に行われた作物畜産農家調査

では
22)

、標本は国家統計局が提供した自然村（Hamlet）

リストから抽出され、抽出村ごとに40戸の家計が調査

されたが、メコンデルタを中心とする南部地域におい

ては、標本調査であっても調査対象村の80パーセント

のみ調査可能で、実際にデータが作成可能であったの

はそれよりも低い77パーセントの村だけであったこと

がわかる（表４参照）。この原因としては、Republic

of Vietnam, Dept of Rural Affaires, Agricultural Economics

and Statistics Service（1964, pp.17-19）の中でふれられ

ているように、共産主義者など、アメリカ側の影響力

が強い調査に対して抵抗する勢力が存在したことが大

きいと思われる。すなわち調査員は各標本村から初等

教育を受けた者１人が７日間トレーニングを受けたう

えで雇われたが
23)

、彼らは共産主義者により、調査票を

燃やされるなどの妨害をうける場合があったという。

事実、図３において南ベトナム南部のうち抽出村が全

て調査された省は、南ベトナム政府の勢力が強いサイ

ゴン周辺の省やAn Giang省周辺の省が多かったことが

わかる
24)

。つまり南ベトナムにおいては調査に非協力的

な地域も多かったことから、ただでさえ非標本誤差が

表4 標本調査における調査実施村数

出所） Republic of Vietnam, Dept of Rural Affairs, Agricultural Economics and Statistics Service（1964）の
Appendix1を元に筆者作成。

注 1） 全村数とは国家統計局から提供されたリストに掲載された村の数を示す。
2） 調査実施村数は抽出村数のうち実際に調査された村の数を示す。
3） データ作成村数とは調査が行われ、調査票も実際に集計されてデータが得られた村の数を示す。

省 1.全村数 2.抽出村数 3.調査実施村数 4.データ作成村数 5.調査実施率 6.データ作成率
（3/2） （4/2）

An Xuyên 286 87 35 21 0.40 0.24 
Ki n Hòa 879 95 54 27 0.57 0.28 
Kien Giang 327 100 71 71 0.71 0.71 
Ki n Tu’ò’ng 186 22 16 16 0.73 0.73 
Ba Xuyên 680 100 89 82 0.89 0.82 
－Dinh Tu’ò’ng 963 95 86 84 0.91 0.88 
V nh Binh 703 77 70 42 0.91 0.55 
Gia －D nh 491 56 52 52 0.93 0.93 
Ki n Phong 195 28 27 27 0.96 0.96 
Tây Ninh 371 28 27 26 0.96 0.93 
An Giang 504 100 100 99 1.00 0.99 
Biên Hòa 274 34 34 34 1.00 1.00 
Bình Du’o’ng 225 37 37 34 1.00 0.92 
Long An 836 83 83 76 1.00 0.92 
Long Khánh 101 20 20 19 1.00 0.95 
Phong Dinh 414 95 95 90 1.00 0.95 
Phu’ó’c Tuy 284 18 18 18 1.00 1.00 
V nh Long 480 80 80 77 1.00 0.96 

南部地域合計 8199 1155 994 895 0.86 0.77 

Qu ng Nam 1140 95 70 70 0.74 0.74 
Khánh Hòa 366 24 23 22 0.96 0.92 
Bình －D nh 681 97 97 97 1.00 1.00 
Bình Thu n 196 24 24 24 1.00 1.00 
Ninh Thu n 121 16 16 16 1.00 1.00 
Phú Yên 566 46 46 46 1.00 1.00 
Qu ng Ngãi 750 79 79 79 1.00 1.00 
Qu ng Tr 518 37 37 37 1.00 1.00 
Thù’a Thiên 477 48 48 48 1.00 1.00 

中央低地合計 4815 466 440 439 0.94 0.94 

大きくなり、より大きな「広義の調査費用」がかかる

全数調査を重要な作物畜産農家調査において主体的に

行うことができなかったといえ、また採用された標本

調査においても、調査の容易な村のみが選択されるこ

とで標本選択バイアス（Sample selection bias）をもた

らし、満足のいく結果とならなかったのである
25)

。

さらには実際の金銭的費用あるいは予算措置（「広

義の調査費用」に対して、「狭義の調査費用」と呼称

する）についても、1960/61年の南ベトナムにおける

農業センサスは日本の事例との違いを浮き彫りにして

いる。すなわち日本の昭和４年農業調査の場合、調査

に充当された予算は33万円で、これは昭和４年の一般
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図3 調査実施村数の地域差

出所）表4を元に筆者作成。
注） 図中の黒塗部分は、表4における調査実施率が1.0

（すべての抽出村が調査される）となっている省である。

会計予算17億7356万7千円のおよそ0.02％である
26)

。他

方、南ベトナムの場合は1960年の国家予算（推計値）

が147億7800万ピアストルであるのに対し、国家予算

から支出された1960/61年農業センサスの諸経費合計

は603万ピアストルであり約0.04％となる
27)

。すなわち、

南ベトナムの農業センサスの方が国家予算に占める

「狭義の調査費用」の負担が大きかったことを示して

いる。

また、日本の場合は昭和４年農業調査のために国家

予算から割当られた地方交付金も多くはなかったもの

の（調査の国家予算33万円のうち18万円）、調査を実

際に行う地方自治体は「主体的」に市町村費あるいは

村落の協議費等から支出することで調査費用を工面

し、国家予算による調査経費の不足を賄うという現象

がみられた
28)

。つまり地方末端までの理解と協力が「広

義の調査費用」のみならず「狭義の調査費用」にまで

現れ、国家予算における負担を少なくし、農業センサ

スを行うために最低限必要な経費を確保することに成

功したのである。しかし南ベトナムの場合、農業セン

サスの経費は国家予算のほかはUSOMなど基金援助か

らの割当のみで（Republic of Vietnam, Dept of Rural

Affairs, Agricultural Economics and Statistics Service, 1964,

p.3）、「狭義の調査費用」においても日本の事例のよ

うな「主体性」は現れず、調査経費の不足を招いたと

考えられる。

以上のように、農業センサスに代表される規模の大

きな調査の場合、最低限の「狭義の調査費用」を準備

する必要があるが、それは日本と南ベトナムの事例の

ごとく地方末端までの理解と協力などといった「広義

の調査費用」の大小を左右する要因とも密接に関連し、

農業センサスの成否につながっているのである。

3.2 1994年農業センサス：主体的全数調査の確立

1960/61年に南ベトナムにて行われた農業センサス

の後、次に農業センサスがベトナムの歴史上で行われ

るのは、南北が統一されベトナム社会主義共和国

（C ng Hòa Xá H i Ch Ngh a Vi t Nam）となった後、

1994年のことである。この時期は土地利用権の交換・

譲渡・賃貸借・相続・担保化を認めた新土地法制定

（1993年7月）など、ドイモイの名の下に経済改革が進

んでおり、1994年農業センサス（ベトナムでの呼称は

農業・農村センサス）は、次期５ヵ年計画（1996～

2000年）を目前にして社会経済発展戦略をたてるため、

農業や農村の実情・潜在能力把握に必要な情報を提供

するものとして行われた。すなわちFAOの援助をうけ

ることなく
29)

、1993年11月19日には農業・農村センサス

実施に関する首相決定568号（568/TTg）により調査日

時（1994年第3四半期初め）や内容が定められると、

続く12月18日には首相決定568号をもとに統計総局

（T ng c c th ng kê）決定141号（141-TCTK/QD）がだ

され、農業・農村センサス専門指導委員会（T chuyên

viên ch o t ng i u tra nông thôn và nông nghi p n m

1994）が設立されたのである（表５）。

表5 農業・農村センサス専門指導委員会

出所）Vi t Nam, T ng C c Th ng Kê（1994, pp.6-8）。
注）役職は1993年12月時点のものである。

氏名 役職

1 Nguy n Sinh Cúc 統計総局農林水産部部長
2 Hòang －D o 統計総局農林水産部副部長
3 Lê Duy Lu’o’ng 統計総局農林水産部副部長
4 Nguy n Hòa Bình 統計総局農林水産部専門員
5 Phùng Chí Hi n 統計総局農林水産部専門員
6 Ngô Dõan Gác 統計総局農林水産部専門員
7 Hòang V n Giang 統計総局農林水産部専門員
8 Lu’o’ng Phan Lâm 統計総局農林水産部専門員
9 Bùi Th Tòan 統計総局農林水産部専門員
10 －Dinh Dõan Ty 統計総局農林水産部専門員
11 Tr n Ng c Hùng 統計総局農林水産部専門員
12 Tr n T ’u 統計総局総局長書記室副室長
13 V Kim Su ’ng 統計総局事務局長
14 Duong Danh Tôn 統計総局財務室長
15 Tr n V n Nhi 統計総局統計計算センター教授
16 T Th Chung 統計総局計算事務局
17 Nguy n Xuân Th o 国家計画委員会農林局長
18 Nguy n Th Mão 国家計画委員会農林局専門員
19 Nguy n V n Tiêm 農業・農産加工省局長
20 Chi Th H o 農業・農産加工省専門員
21 V n Ng c H ’u 財務省専門員
22 Hùynh L 林業省専門員
23 Nguy n Th Yên 水産省専門員
24 B ch Gia T 耕地管理局専門員
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欧米的な思想を反映しており、そのままでは日本のよ

うなアジア諸国で農業センサスを行うことは難しかっ

た。ゆえに日本は世界農業センサスの標準的な枠組み

をそのまま適用するのではなく、自国の農業発展段階

や当時の農村問題などを的確に判断して調査計画を策

定し、その結果、日本独自の耕地調査として結実させ

たのである。そうした主体性をもった調査を可能にし

たのは、地方末端までの調査にたいする理解と協力を

得たからだといえよう。

ベトナムの場合、1960/61年の南ベトナム時代に行

また調査内容は農村家計の基本情報（家族数や労働

者数、耕地面積など ; 付表参照）のほか、行政村（Xã）

のインフラ、農村家計の収入と支出、農村経済構造

（産出額など）であり、ベトナムの農業や農村の実情

および潜在能力把握に基礎情報を提供するという目的

にかなった内容となっている。

調査員に関する情報はあまり多くはないが、Vi t

Nam,  T ng C c Th ng Kê（1994）によれば、行政村

内で雇用され、平野部の１行政村約1000家計あたり

３人から４人の調査員、山岳部の１行政村約500家計

あたり２～３人の調査員が１ヵ月で必要とされた。

また調査員には普通中学を卒業した学生、夏季休業

中の教員、退職した村幹部、行政村長、合作社長など

があてられた。調査員は農業・農村センサス実施に向

けて他記式調査のための訓練をうけ
30)

（表６参照）、

1994年7月1日の調査日に備えるとされた。

以上のことを考えあわせたとき、調査員の不足など

いくつか問題はあるものの
31)

、一応1994年農業・農村セ

ンサスの実施は十分評価に値すると思われる。なぜな

らば、南北統一後、初めての農業センサスであったに

もかかわらず、FAOの援助などは一切受けず、ベトナ

ムの農業発展段階が的確に想定された調査に必要な独

自の農業・農村センサス専門指導委員会設立や調査票

の作成が可能であったこと、加えて調査員に行政村長

や合作社長などをあてることにより調査に対する地方

の協力や理解も得やすかったと考えられること
32)

、があ

るからである。つまり1994年農業・農村センサスは、

自国の問題としてベトナム国民が意識する主体性がと

りいれられた調査であったといえるのである。

4．結論と若干の含意

以上、我々はベトナムにおいて1960/61年と1994年

に行われた農業センサスに一定の評価を与えるため、

日本における初めての農業センサスの試みであった昭

和４年農業調査の事例をとりあげながら比較検討して

きた。いまここではその内容の要点についてふれ、そ

こからいくつか重要な点を取り上げたいと思う。

まず日本の昭和４年農業調査は、万国農事協会の

1930年第１回世界農業センサスの枠組みの中で行われ

たが、世界農業センサスの標準的な枠組みはあまりに
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表6 1994年農業農村センサスにおける主な業務内容

出所）Vi t Nam,  T ng C c Th ng Kê（1994, pp.23-24）。
注）ここでとりあげた業務内容は、調査計画段階のもので

ある。

時期

1994年4月初め

5月

6月

7月

7月下旬

8月

9月

10月 / 11月

1995年1月

7月頃

業務内容

中央直轄市および省の専門員長と
指導員長および副員長に対し調査
計画と趣旨を徹底するための会議
を開く

北部、中部、南部の中央直轄市お
よび省レベルの中枢幹部に対し、
３会場で訓練を行う

中央直轄市と省は県および市（th
xã）の調査員と指導員幹部に訓練
を行う

調査の目的や内容、その効果など
を民衆に宣伝する

調査票様式と経費を各地域に配布

全53省および中央直轄市において
農業・農村センサス実施

調査終息へ

自然村・行政村にて調査票検査

主要指標の速報

自然村ごとの家計名簿作成

各行政単位で集計準備をする

計算センターに調査票を渡す

計算センターにてコード化、家計
データの入力、行政村の調査票を
処理

主要結果速報

調査結果報告

われた農業センサスは、日本の農業調査の場合と全く

対照的であったといえる。すなわち、1960年世界農業

センサスの枠組みのもと、ベトナム史上初めて行われ

た農業センサスは、USOM等の影響が強く現れたこと

が考えられるため、自国の農業発展段階に十分即した

調査計画を策定しえたとは考えにくい。またそれに関

連して、メコンデルタに勢力を拡大しつつあった南ベ

トナム解放民族戦線（M t tr n dân t c gi i phóng mi n

nam : 1960年結成）などの共産主義勢力が、そうした

主体性の欠けた調査に抵抗したことなどにみられるよ

うに、調査への十分な理解と協力を地方において得る

ことができず、したがって重要な項目の調査において

センサスではなく標本調査となり、しかもその標本調

査でさえ決して満足のいく結果とはいえなかったので

ある。しかし南北統一後、初めての農業センサスとな

る1994年の調査は、世界農業センサスの枠組みではな

く、自国の開発目標と農業発展段階に即したものであ

り、そのような主体性をもつ調査に対して、地方末端

においても行政村や合作社などが、調査員の提供や末

端での指導・宣伝にあたることで調査に対する理解と

協力をみせ、一応、調査としては評価に値するものになっ

たのである。以上のことをまとめれば、農業センサス

の実施にはその国の農業発展段階と調査の目的を的確

に反映した主体的な調査計画、それに呼応する地方末

端までの理解と協力が重要であるといえるのである。

これは、先にふれた非標本誤差と「広義の調査費用」

の観点から捉えると以下のようになろう。すなわち、

非標本誤差があまりに大きくなるような制度や組織で

は、広義の調査費用も膨大なものとなり、調査そのも

のの実施に危惧が生じる。日本の場合は、1930年第１

回世界農業センサスの枠組みをそのまま適用するには

不向きであり、仮にそのまま適用すればあまりに高い

非標本誤差を生じ、広義の調査費用も膨大となるため、

調査可能領域から外れてしまう。したがって日本に適

した調査に修正、適応化することで、地方末端までの

理解と協力を得て広義の調査費用を小さくし、全数調

査としての調査可能領域内に抑えたといえるのであ

る。1960/61年の南ベトナムにおける農業センサスは、

主体性のある調査計画になっておらず、また地方にお

ける調査への協力・理解も不十分であったため、広義

の調査費用も膨大なものとなり、当初予定していた全

数調査は主要項目において行うことができなかった。

ゆえに標本調査を採用することで、広義の調査費用を

小さくし、辛うじて調査可能領域内に抑えることとな

ったのである。しかし、標本調査を採用し、調査は可

能だったものの、それは決して成功とよべるものでは

なかった。南北統一後1994年の農業センサスは当初か

ら自国の農業発展段階や開発目標を想定した主体性の

ある調査計画がたてられた。また調査に対する地方の

協力や理解も得られたと考えられ、広義の調査費用は

調査可能領域内に初めから抑えられた全数調査であっ

たといえよう。

農業センサスのような全数調査は、標本調査をおこ

なうための抽出枠を提供するなど、その国の統計制度

の基幹となりうる重要なものである。農業のような地

理的多様性のある産業を扱う全数調査の場合、自国に

あった調査計画をたて、それが地方末端からの理解・

協力を得て初めて可能になると思われる。また本稿で

とりあげた事例のうち２つにはFAO（あるいは万国農

事協会）主導による世界農業センサスの枠組みが関与

していた。

現在の農業センサスはFAO主導の世界農業センサス

の枠組みで行われているから、本稿でもとりあげたよ

うに、統計の国際比較を重視すれば、調査実施国の実

情を汲むことが難しくなる。他方、調査実施国の主体

性や実情を重視すれば、統計の国際比較が難しくなる

というディレンマが多かれ少なかれ存在しているとい

えよう。したがって、統計の「国際比較」の意義を十

分検討し、このディレンマをいかにして解決していく

かが、現在そして今後の農業センサスの大きな課題と

なっているように思われるのである。

【注】

※ 本研究は一橋大学21世紀COEプログラム「社会科学の統計

分析拠点構築（Hi-stat）」マクロ・歴史統計班の研究の一部を

構成するものである。なお本稿の準備過程において、清川雪彦

先生より丁寧かつ的確なご指導をいただいた。また黒崎卓先生、

王健氏、ならびに本誌レフェリーからは貴重なコメントをいた

だいた。ここに謝意を表したい。

1） 経済発展における農業の貢献は、食糧や工業部門への労
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働力の供給のみならず、工業製品に対する国内市場の提

供、農産物輸出による外貨獲得、税制や金融市場を通ず

る貯蓄・資金の移転など多岐にわたる（速水, 1995, 83頁）。

2） 生産統計が確立する前には、関税徴収の目的などもあり

貿易（通関）統計が整備される場合が多い。貿易統計は

農産物の生産額を貿易額（輸出額、輸入額）から推計す

ることを可能にするから、生産統計がない場合は貴重な

情報となる。

3） ただし、日本の「農会農事統計」のように表式調査（あ

る一定の報票様式に従って、特定の調査員が受け持ち範

囲についての知識や推計の結果を一括記入し、それを報

告するという調査方式）による農業経営調査もみられる。

しかし表式調査では調査員が従う調査方法は明確に定め

られておらず、信頼性が乏しいという欠陥があることか

ら、統計制度としては農業センサスの方が望ましい。

4）「センサス」は歴史的に人口センサスのことを指し、決

められた時点において、ある国（国家）内のすべての個

人を調査するものである。したがって農業センサスはあ

る時点における特定の国の農業に関する事項のリスト

（Inventory）をつくるものとされており、原則として全

数調査である。ただし、近年はそうした農業センサスの

概念が拡張される傾向にあり、例えば 1）調査時点では

なく調査期間（Time reference）の採用、2）全数調査で

なくとも、部分的に標本調査を用いることを可能にする

など（後述するようにサンプル・センサスなどという言

葉も存在する）、本来のセンサス概念から乖離する場合

があることに注意が必要である（Idaikkadar, 1979, p.84）。

特に 2）については混乱を避けるため、本稿における

「農業センサス」とは、あくまでも全数調査を採用した

厳密な意味でのセンサスに則った概念であることを強調

しておきたい。

5） ここでの「広義の調査費用」とは、組織的に調査を計画

遂行する際に必要となる有形無形の費用である。例えば、

調査員が調査の趣旨を理解し協力的であるならば、調査

員の任命、訓練などは容易に行うことができるであろう。

また現状に即した調査票の作成や計画、調査対象者の調

査に対する理解・協力は回答を得ることを容易にするで

あろう。これは広義の調査費用が低いことを意味する。

換言すれば経済学でいう取引費用（Transaction cost）に

類似した考え方といえる。ところでZarkovich（1966,

pp.6-9）によると、非標本誤差は 1）不十分な調査準備に

よりおこるもの、2）調査中におこるもの、3）データの

集計・製表段階でおこるものの３段階に分けられるとさ

れる。しかし、Zarkovichも指摘するように 1）と2）は関

連している場合も往々にしてあり、また非標本誤差を少

なくするには 1）を改善すること以外、あまり方法はな

いと考えられる。したがって調査準備の良し悪しを左右

する制度や組織に注目することが重要となるのである。

非標本誤差を少なくする条件を備えた制度や組織の場合

は、広義の調査費用も少なくなることを考えれば、非標

本誤差は広義の調査費用としてとらえることも可能であ

ろう。

6） ここでの「主体的」とは、農業センサスを行うにあたり、

国や地域自らが、ある目的のもとに調査を計画・実施す

る主体であるという自覚をもち、その国・地域の事情を

考慮して調査を行うということである。以下、本稿では

「主体性」あるいは「主体的」という言葉を上記と同様

の意味で用いる。

7） サンプル・センサスとは、全国的な調査で極めて標本抽

出率が高いもの（1/10抽出など）を指す言葉のようであ

るが、センサスといいながら実態は「標本調査」である

ことに留意が必要である。注４も参照のこと。

8） FAO（1969, p.58）によれば、極東（Far east）で1930年

世界農業センサスに参加したのはセイロン、インド、日

本の３ヵ国・地域のみ（本稿図１も参照）、1950年世界

農業センサスでも７ヵ国・地域にすぎなかったが、1960

年世界農業センサスでは参加国・地域が著しく増加し、

15ヵ国・地域となった。

9） 例えば原（1980, 154-162頁）では、政府の財政的理由の

ため耕地調査のみ行われたとされており、そのことがふ

れられた節は「農業センサスの挫折」と名づけられてい

る。このことから原は昭和４年農業調査に対して、否定

的な評価を与えていたことがうかがえよう。

10）例えば下条（1928）などを参照のこと。この記事は本文

中にあげたベルギー、フランス、カナダなどをはじめ、

欧米各国における農業センサスの実施例についても比較

的詳しく解説している。

11）これについてはFAO（1969, p.1）を参照。なお万国統計

公会は第１回が1853年ベルギーのブリュッセルにて行わ

れたが、このときに農業統計の「国際比較」に関する考

え方の萌芽が認められる。以後、ここでの決議をもとに

して「国際比較」を具体化すべく第２回パリ（1855年）、

78

城西現代政策研究　第1巻 第1号

第４回ロンドン（1860年）そして第７回ハーグの会議に

おいて議論されていったのである。前掲、下条（1928）

も参照のこと。

12）詳しくはFAO（1969, p.1）や下条（1928）を参照。この

決議に際し、1）耕地面積、2）耕地反別の毎年集計、3）

農作物の作況、4）作況表章の共通基準の設定、5）農作

物の収穫高、6）家畜、7）調査結果の表章方法、8）資料

の正確性等の事項について、各国の希望や意見が求めら

れた。

13）例えば、この世界農業センサス調査票標準様式は、万国

農事協会や国際科学協会の専門委員ならびに総会代表統

計専門委員会などで議論された。なお調査票の標準形式

をはじめとする世界農業センサス実施に関連した具体的

活動については、前掲FAO（1969, p.1）や下条（1928）

のほか、International Institute of Agriculture（1937）も参照

されたい。

14）万国農事協会は1924年5月の第７回総会における世界農

業センサス実施の決議を世界各国に照会し、日本には

1924年10月14日に農業センサス実施に関する照会が万国

農事協会からあった。それに対して1925年6月30日付け

で世界農業センサス参加を回答したのである。前掲、下

條（1928）を参照のこと。

15）1928年1月の「農業調査実施計画起草委員会」設置、

1929年4月の農業調査委員会設置ならびに内閣統計局臨

時農業調査課の設立を経て、1928年4月14日の内閣統計

局地方庁統計主任官会議において農業調査実施計画要綱

が付議されることとなった。具体的な内容は以下のとお

りである。すなわち、a）農産物や家畜に対する生産調

査と農具や生産費に関する経営調査の二種を区別し、生

産調査の準備調査として耕地調査を行うこと、b）調査

時期 : 1）耕地調査は1929年9月1日、2）農業生産調査は

作物の種類により1930年から1931年の間に実施、3）農

業経営調査ならびに　4）家畜調査については1930年10

月1日の国勢調査と併施されるということ、さらに c）調

査事項 : 1）は地番、地目および面積、経営主（氏名、

住所等）、所有主（氏名、住所等）、2）は米、麦、大豆、

粟、蕎麦、甘藷、馬鈴薯、菜種及び繭などの作付面積、

無収穫面積、生産高、3）は農業経営主氏名、農業種別、

農業的副業、農業従事者及び労働、経営土地面積、経営

耕地利用面積、農業用機械、家畜、肥料など、4）は家

畜性別、家畜年齢別、種類、用途とすること、そして

d）調査対象 : 1）～3）については農家および農家に準

ずるもの、4）については家畜を飼養する世帯とするこ

と、などである。詳しくは原（1980, 154-159頁）、1928

年5月6日付『中外商業新報』「農業調査実施計画の要綱」

や1928年3月2日付『大阪毎日新聞』「前例なき大掛かり

な農業国勢調査」を参照のこと。

16）これについては、内館（1930）を参照。他にも、調査範

囲等において世界農業センサス標準様式をそのまま適用

する問題が示唆されている。もちろん標準様式から自国

の状況に適する形に修正することは認められていたが、

特にアジアの植民地などにおいて、初めての農業センサ

ス実施にもかかわらずそれを求めるのは、日本の事例を

考えても難しかったといえよう。なお後年の世界農業セ

ンサスにおいて調査対象は「Agricultural holding（農業事

業体）」とより広い定義に修正されている（Idaikkadar,

1979, p.89）。

17）例えば、世界農業センサスに参加を望みながら、できな

かった植民地として以下のようなところがある。すなわ

ちバハマ、リーワード諸島、ウインドワード諸島、フォ

ークランド諸島、レバンス、英領マラヤ、サラワク、仏

領西アフリカ、ケニア、ナイジェリア、ニアサランド、

西太平洋諸島などである（International Institute of

Agriculture, 1937, pp.2-3）。

18）原則として農林統計調査員が当てられ青年団幹部や組合

長、区長などが多かった。調査員の業務は朝早く出て９

月の炎天下に終日実地踏査をするわけであるから容易な

仕事ではなかった。それでも調査員は業務を忠実且つ正

確にこなしたのである。調査員業務の実態については今

川（1929）などを参照。

19）農業調査事務打ち合わせや主任会議、統計講習会につい

ては『統計集誌』地方通信に詳しい。例えば、情報が確

認された県と掲載号は以下のとおりである。山形県1929

年575号、奈良県1929年577号、青森県、宮城県、栃木県、

愛知県、京都府、富山県、三重県いずれも1929年576号、

静岡県、福島県1929年578号。また付帯調査は内閣の認

可をうけて行うことが可能であり、これも『統計集誌』

彙報、地方通信に詳しい情報が掲載されている。例えば

以下の県について情報が確認されている（県名のあとは

『統計集誌』の掲載年および掲載号）。静岡県1929年576

号、山梨県、和歌山県1929年577号、沖縄県、滋賀県、徳

島県、三重県1929年578号、秋田県、山口県1929年579号。
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20）既に1956年の国際連合視察団による調査でも南ベトナム

における農業統計の重要性は指摘されていたが（United

Nations, ILO and FAO, 1959, pp.52-53）、1958年から1960

年にかけてUSOMの金融および技術支援が入るとともに

南ベトナムにおける農業統計作成の動きが強まっていっ

た。1960/61年の農業センサスもその流れの中にあった

といえよう。Republic of Vietnam, Dept of Rural Affairs,

Agricultural Economics and Statistics Service（1964）の序

文も参照のこと。

21）1960/61年の農業センサス実施の経過等については前掲、

Republic of Vietnam, Dept of Rural Affairs, Agricultural

Economics and Statistics Service（1964）の序文および

Introductionに依拠している。

22）この他、全数調査が行われたプランテーション調査およ

びダラット等高原蔬菜栽培調査については、前者が1961

年4月、後者は1961年12月に行われた。

23）また統計に関する基礎的な訓練を受けた中央の統計専門

員は、40人が調査指導員として各省に派遣され、農業省

農業統計経済課の管理の下業務に従事した。なおプラン

テーション調査には56人、ダラット等高原蔬菜栽培調査

には89人が調査員として雇用された。

24）Sansom（1970, p.56）によれば、An Giang省などではベト

ナム独立同盟（ベトミン : Vi t Minh）の統制力が働かず

小作制度も修正されなかったとある。

25）標本選択バイアスについては、Zarkovich（1966, pp.64-76）

を参照のこと。当時は南ベトナム政府（大統領ゴー・デ

ィン・ジエム : Ngô －Dình Di m）による土地改革とベト

ミンによる土地改革が行われ、地主所有地の分配が行わ

れていたが、調査の容易な村は南ベトナム政府の影響が

強く働き、効果の高かったベトミンによる土地改革の影

響が調査結果に現れにくいと考えられるから、小作地等

のデータに上方バイアスがかかっている可能性がある。

この時期の土地改革についてはSansom（1970, p.57-59）

を参照のこと。

26）昭和４年の一般会計予算は江見・塩野谷（1966, 148頁）、

昭和４年農業調査の予算は長澤（1930）に依拠した。

27）1960年の南ベトナムの国家予算はRepublic of Vietnam,

National Economy Department, National Institute of Statistics

（1960, p.320）、1960/61年農業センサスの諸経費合計は

Republic of Vietnam, Dept of Rural Affairs, Agricultural

Economics and Statistics Service（1964, pp.3-4）に依拠す

る。予算制約や調査予算の大部分を占める調査員および

（統計）技術者の確保という「狭義の調査費用」に関す

る問題も標本調査の採用に影響を与えたと考えられるが

（Republic of Vietnam, Dept of Rural Affairs, Agricultural

Economics and Statistics Service（1964）の序文を参照）、

それでもなお高額な「狭義の調査費用」が必要となった

のである。また後述する南北統一後の1994年に行われた

農業センサスの金銭的費用を示す資料は、管見の限りベ

トナムの統計総局（General Statistical Office）における聞

き取り調査の結果が示された農林統計協会（1998, 32頁）

のみである。それによれば約1000万ドルと当時のベトナ

ムではかなりの額に上る。この数字が正しいか否かは検

討の余地があるが、いずれにしても全数調査の場合、最

低限の「狭義の調査費用」も高額になるため、それを準

備しえたという点で評価されよう。

28）長澤（1930）によれば、地方末端レベルで投入された総

費用額は、400万円近くもの高額に上ったとされる。既

述したように、当初は耕地調査のほか、農業生産調査、

農業経営調査、家畜調査の４種の調査を昭和３年からの

５ヵ年継続事業として国家予算における割当総額450万

円で計画されていたことを考えると（1927年7月20日付

『東京朝日新聞』「五ヶ年継続事業で大規模の農業調査」

を参照）、この額がいかに大きいかがわかる。

29）農林統計協会（1998, 61頁）にあるグエン・シン・クッ

ク（Nguy n Sinh Cúc）統計総局農林水産部長（当時）の

発言による。

30）調査員の訓練に必要とされた日数は以下の通りである。

すなわち中央管理員５日、各省・直轄都市（Thành ph ）

の調査指導員４日、県（Huy n）の指導員および行政村

の調査員４日さらにパイロット調査に１日となってい

た。また訓練内容は調査計画、調査票、質問方法、記録

法、検査法、速報（集計）に関するものとなっていた

（Vi t Nam, T ng C c Th ng Kê, 1994, pp.18-19）。

31）他に問題点としてあげられるのは農家（H nông nghi p）

などに対する定義のあいまいさである。例えば、農家の定

義は収入の大半あるいは全部を農業から得ているか、家計

構成員が労働の大半あるいは全部を農業に投入している家

計というようになっており、明確な数的基準が示されてい

ない（Vi t Nam, T ng C c Th ng Kê, 1994, pp.62-63）。

32）行政村の役割としては、農業・農村センサスに関するス

ローガンや拡声器などによる宣伝、あるいは行政村幹部
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からの説明集会などのほか、行政村内にある自然村

（Thôn ; 南部では p）名簿作成があった。
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付表 :Bi u  M u  T ng  -Di u  Tra  Nông  Thôn  và Nông

Nghi p

（1994年農業・農村センサス調査票 : 

Vi t Nam, T ng C c Th ng Kê（1994）より一部抜粋）

Ph n 1  H , Nhân kh u, Lao ng

（第1部　家計、人数、労働）

Ph n 2  Nhà ’và M t s dùng

（第2部　住居および道具）

Ph n 3  Di n tích t

（第3部　土地面積）

Ph n 4  Di n tích gieo tr ng m t s cây ch y u trong n m

（第4部　年内の主要作物播種面積）

Ph n 5  Ch n nuôi

（第5部　家畜）
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